
京 都 大 学 大 学 院 横 断 教 育 プ ロ グ ラ ム 推 進 セ ン タ ー 要 項 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

第５ センターに、大学院横断教育プログラムの実

施に関する重要事項を審議するため、大学院横断

教育プログラム運営協議会（以下「運営協議会」

という。）を置く。 

２ 運営協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織

する。 

(1) センター長 

(2) 副センター長 

 (3) 各研究科長 

 (4) 国際高等教育院長 

(5) センター長が指名する国際高等教育院副教育

院長 若干名 

 (6) 第１２第１項の規定によるプログラムコーディ

ネーター 

 (7) その他センター長が必要と認める者 若干名 

３・４ （略） 

第６ 運営協議会に、議長及び副議長を置く。 

２ 議長は国際高等教育院長をもって充て、副議長

は第５第２項第２号、第３号及び第５号の協議員

のうちから議長が指名する。 

３・４ （略） 

 （後 略） 

 

第５ 

 

 

 

２ 

 

(1)  

 (2)  

 (3)  

 (4)  

(5)  

 

 (6)  

 

 (7)  

３・４ 

第６  

２ 議長はセンター長をもって充て、副議長は第５

第２項第２号から第５号までの協議員のうちから

議長が指名する。 

３・４ （同 左） 

 

   附 則 

 この要項は、平成３０年５月１４日から実施する。 

 

 

 

（同 左） 


